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登記・相続に関するＱ＆Ａ

Ｑ　遺言書を作成しようと思います。遺言書には決まった方式があると聞いたのですが、どのようなも
のですか？
Ａ　遺言書の代表的な方式としては、自筆証書遺言と公正証書遺言があります。
（１）自筆証書遺言は、文字どおり遺言者が遺言書の全文を自筆します（※）。作成日付を入れ、押印
も必要です。手軽で費用も掛かりませんが、法律で定められた要件を満たしているか、内容が明確で
あるかなどの問題が生じる可能性があります。また、遺言者が亡くなったあと、家庭裁判所で「検認」
を受けなければなりません。さらに、遺言書自体が見つけられなかったり、破棄されるおそれがあり
ます。
　　（※）従前は、財産目録も全文自筆しなければなりませんでしたが、平成３１年１月１３日から、
　　　 自筆によらない財産目録（パソコン等で作成した目録や、銀行通帳のコピーや不動産の登記
　　　 事項証明書等。ただし、署名押印が必要です。）を添付することができるようになりました。
（２）公正証書遺言は、証人２人以上の立会いのもとで公証人に作成してもらうものです。作成の際に
は一定の手続が必要で費用も掛かります。しかし、専門家である公証人に作成してもらうので、最も
確実に遺言を残すことができます。また、家庭裁判所の検認手続も不要です。
　遺言書についてお困りの際は、司法書士又は公証役場にお気軽にご相談してください。
■お問合せ先　札幌法務局滝川支局　０１２５－２３－２３３０
　　　　　　　（ホームページ）http://houmukyoku.moj.go.jp/sapporo
　　　　　　　札幌司法書士会　０１１－２７２－９０３５（法律相談センター予約）
　　　　　　　　　　　　　　　※滝川市にも相談所を設けています
　　　　　　　（ホームページ）http://www.sihosyosi.or.jp/

固定資産税の縦覧・閲覧について

【土地・家屋価格等縦覧帳簿の縦覧】
　固定資産税の納税者が自己の土地・家屋の評価額と他の評価額を比較し、評価額が適正であることを
確認していただくために「土地・家屋価格等縦覧帳簿」の縦覧を行います。（縦覧帳簿には所有者・住
所の記載はありません。）
期　　　　間　令和２年４月１日から令和２年６月３０日まで（土・日・祝日を除く）
受 付 時 間　８時３０分から１７時１５分まで
場　　　　所　くらし応援課 税務係（役場１階）
縦覧できる方　固定資産税の土地・家屋の納税者
内　　　　容　（土地価格等縦覧帳簿）所在、地番、地目、地積、評価額
　　　　　　　（家屋価格等縦覧帳簿）所在、家屋番号、種類、構造、建築年、床面積、評価額
【固定資産税課税台帳の閲覧】
　納税義務者や借地、借家人の権利部分の固定資産について「固定資産税課税台帳」の閲覧を行います。
期　　　　間　令和２年４月１日から通年（土・日・祝日・役場閉庁日を除く）
受 付 時 間　８時３０分から１７時１５分まで
場　　　　所　くらし応援課 税務係（役場１階）
閲覧できる方　固定資産税の納税義務者→当該納税義務に係る固定資産
対象固定資産　借地人→当該権利の土地
　　　　　　　借家人→当該権利の家屋とその敷地の土地
内　　　　容　所在、地番、地目、地積、家屋番号、種類、構造、建築年、床面積、評価額、課税標準等
～ 縦覧・閲覧される方へ ～
※身分を証明できる書類（運転免許証、健康保険証、納税通知書など）をお持ちください。
※借地人・借家人の方は土地や家屋の賃貸借契約書などをお持ちください。
※代理人の方は委任状が必要になります。

 ○お問い合わせ　くらし応援課 税務係　電話６８－２１１２
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容器包装プラスチックごみ収集終了のお知らせ

　令和２年３月３１日をもちまして、容器包装プラスチックごみ分別収集が終了いたしました。
　それにより、４月１日から６月２９日まで容器包装プラスチックごみ袋が燃やせるごみ袋として使う
ことができます。

　また、「市街地区」の「燃やせるごみ」の収集日が毎週「月曜日・木曜日」の２日間となっております。
　なお、農村地区については今までどおり水曜日に収集いたします。

　詳しいこと、ご不明なことがあれば、くらし応援課生活係（６８－２１１２）へご連絡ください。

協会けんぽ北海道支部からのお知らせ

　令和２年３月分（４月納付分）から、健康保険料率は１０.４１％（プラス０.１０ポイント）、介護
保険料率は１.７９％（プラス０.０６ポイント）となります。健康保険及び介護保険料率の引き上げに
関しまして、何とぞご理解をいただきますようお願い申し上げます。

お問合せ先　全国健康保険協会（協会けんぽ）北海道支部（０１１－７２６―０３５２）

学校給食事業共同化協定書調印式

　３月２４日（火）、砂川市役所において、浦臼、奈井江、上砂川の小中学校の給食業務を砂川市へ委
託する協定の調印式が行われました。浦臼においては奈井江と共同運送する給食運搬車導入後の８月以
降に開始する予定となっており、人手不足の解消や食材調達コスト削減が広域化により期待されていま
す。

広
　
告

（固定金利・保証料含む）　（平成２７年４月１日現在）

※融資条件を変更する場合は、手数料がかかる場合があります。
※保証会社の審査によって、ご希望に添えない場合があります。
※詳しくは当金庫本支店窓口にお問合わせください。

・ご融資額　５００万円以内　・ご利用期間　１０年以内

ご融資金利　年５.０％、年７.０％、年９.０％、年１４.０％
他金融機関、クレジット、消費者金融で

ご利用中のローンの借換もOK

http://www.shinkin.co.jp/hokumon/

※ご融資金利は保証会社の審査のうえで決定させていただきます。
※さらにお取引内容によって上記金利より年０.２０％優遇いたします。

北門信用金庫　浦臼支店　TEL ６８－２０１１

ふれあいを大切にする


